
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　 抗菌性ガラス と、無機分散充填剤

を含 ことを特徴とす
る抗菌性ガラス組成物。
【請求項２】
　 前記無機分散充填剤

、 平均粒子径 μｍである 記載の抗菌性
ガラス組成物。
【請求項３】
　

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　　　　本発明は、成形等の工程で二次凝集が発生しにくい抗菌性ガラス組成物及び抗菌
性樹脂組成物に関する。
【０００２】
【従来の技術】
　　　　近年、消費者の清潔志向が高まり、また、高付加価値製品を追及する消費者のニ
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平均粒子径が０．０５～５０μｍの １００重量部 とし
て、平均粒子径が０．１～８μｍの硫酸バリウム３～２０重量部と む

前記抗菌性ガラスは、その平均粒子径が０．１～１０μｍであり、
は その が０．８～１．８ ことを特徴とする請求項１

樹脂の１００重量部と、請求項１又は２記載の抗菌性ガラス組成物の０．０１～１００
重量部とを含むことを特徴とする抗菌性樹脂組成物。



ーズに伴い、着衣状態下で繁殖する有害微生物を抑制あるいは殺菌するといった微生物制
御機能を備えた繊維製品、いわゆる抗菌防臭加工を施した抗菌性繊維製品が普及しており
、繊維製品に抗菌性を付与する加工方法が種々開発され、実用化されている。
【０００３】
　　　　例えば、抗菌物質として、第４級アンモニウム塩やジフェニルエーテル系化合物
を繊維に含浸加工させたものがある。しかし、これらの化合物はいずれも有機系抗菌剤で
あることから、人体に対する安全性に不安があり、熱や洗濯によって抗菌活性が低下する
という問題があった。
【０００４】
　　　　一方、無機系抗菌剤として、銀、銅、亜鉛等の抗菌性の金属を、結晶性アルミノ
ケイ酸塩、無定形アルミノケイ酸塩、シリカゲル、活性アルミナ、けいそう土、活性炭、
リン酸ジルコニウム、ヒドロキシアパタイト、酸化マグネシウム、過塩素酸マグネシウム
、ガラス等に担持させたものが知られている。そして、これらの無機系抗菌剤を、ポリエ
ステル、ナイロン、アクリル、アセテート等の高分子化合物に混合することにより繊維化
したものが知られている。そして、これら繊維化したものは、洗濯によって抗菌活性が低
下しないものである。
【０００５】
　　　　これらの無機系抗菌剤は、使用に際して簡便なようにマスターバッチ或いはコン
パウンドの形で市場に提供されている。即ち、マスターバッチとは、無機系抗菌剤が高濃
度に添加されたペレットの事であり、樹脂に無機系抗菌剤を高濃度（例えば抗菌剤濃度が
２０％）に添加したものである。使用にあたっては、例えば、ペレット化した物と別に用
意した樹脂を溶融混合し、無機系抗菌剤が最終商品の所定の濃度になるように希釈できる
。また、コンパウンドとは、無機系抗菌剤、樹脂、顔料等の添加剤が予め最終商品の濃度
になるよう混合されており、最終商品を作る時に希釈せずに使用できるペレットの事であ
る。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
　　　　 抗菌性ガラスを繊維に使用する場合には、種々の加工において対応し
やすい 観点から、公知の粉砕機を用いた乾式法、水や溶剤を用いた湿式機法等

、その平均粒子径 ０．１～５０μｍにすることが行われている。これらの方法により
得られた抗菌性ガラスは、形状が一定ではなく不揃いなものとなっており、また、割れた
面は結晶や分子の継ぎ手が切れている事から表面エネルギーが高くなっている。
【０００７】
　　　　したがって、抗菌性ガラスのみを樹脂に添加し、マスターバッチ或いはコンパウ
ンドを製造した場合、長時間にわたり混合機で攪拌、混合し押出し機に投入しても、得ら
れた抗菌性樹脂組成物中の抗菌性ガラスはその表面エネルギーから二次凝集が解かれるこ
とは困難である。また、混合された抗菌性樹脂組成物はホッパーから押出し機に落とされ
る際も、その二次凝集した抗菌性ガラスが先に多く落ちたりすると、供給ムラが発生する
。
【０００８】
　　　　従って、マスターバッチ或いはコンパウンドの段階で抗菌性ガラスが二次凝集し

均一に分散、混合されていない場合、その後、紡糸機のスクリューで溶融、混合しても
、紡糸機の吐出時に二次凝集が解かれ 均一に分散する事はなく、例えば繊維製造工程に
おいて紡糸機に設置されているフィルターに無機系抗菌剤が短時間で詰まり濾過圧上昇が
起こり、糸切れが発生し 紡糸が不可能となる。
【０００９】
　　　　そこで、抗菌性ガラスを用いて高濃度のマスターバッチまたはコンパウンドを製
造する時は、予め抗菌性ガラスと樹脂とをある一定時間タンブラーやヘンシェルミキサー
等で均一に混合し 合 原材料をスクリューが二軸の押出し機に投入し ペレットを
生産する ことが行われている。
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【００１０】
　　　　しかし、この二軸押出し機を使用すれば、抗菌性ガラスの分散は容易であるが、
二 クリューによる強制的な分散加工により、ポリエステル樹脂やナイロン樹脂等 悪
影響受ける 。例えばポリエステル樹脂の場合、抗菌性ガラスが均一に分
散出来ても、紡糸時の抗菌性ガラスを含む樹脂のドローダウン（粘度低下）が大きくなり
、繊維が生産出来なくなる等の問題がある。
【００１１】
　　　　本発明は、上述の問題点に鑑みてなされたものであり、成形等の工程で二次凝集
が発生しにくい抗菌性ガラス組成物及び抗菌性樹脂組成物 提 目的とす
【００１２】
【課題を解決するための手段】
　　　　上記の目的を達成するため 本発明は、 抗菌
性ガラス と、無機分散充填剤

を含 ことを特徴とする抗菌性ガラス組成物 。

【００１３】
【発明の実施の形態】
　　　　本発明において、使用する抗菌性ガラスとしては、例えば抗菌性金属を無機担持
体の１つであるガラスに担持したものが挙げられる。
【００１４】
　　　　上記 抗菌性金属としては、例えば、シートまたはフィルムまたは成形品または
繊維製品に練り込む事が出来るものであれば、特に限定されないが、特に繊維製品に練り
込んだ場合、変色せず耐水性、耐洗剤性、耐酸性、耐アルカリ性に優れ、抗菌性持続性効
果が低下しにくい銀、銅、亜鉛からなる群から選択される少なくとも１種の金属イオンが
好ましい。
【００１５】
　　　　上記 ガラスとしては、例えば元素ガラス、水素結合ガラス、酸化物ガラス、ケ
イ酸塩ガラス、ケイ酸ガラス、ケイ酸アルカリガラス、ソーダ石灰ガラス、鉛（アルカリ
）ガラス、バリウムガラス、ホウケイ酸ガラス、リン酸塩ガラス、ホウ酸塩ガラス、フッ
化物ガラス、塩化物ガラス、硫化物ガラス、炭酸塩ガラス、硝酸塩ガラス、硫酸塩ガラス
、溶解性ガラス、結晶化ガラス等が挙げられる。
【００１６】
　　　　ガラスに抗菌性金属を担持する は、溶融法、ＣＤＣ法、ゾル・ゲル法
等 ガラス体に外から抗菌性金属をドーピングするためのイオン交換 やイオン打ち
込み法等が挙げられるが、この方法に限定されるものではない。
【００１７】
　　　　抗菌性ガラスの平均粒子径は、特に限定されないが、種々の加工にお 対応
しやす から平均粒子径 ０．０５～５０μｍのものが好まし 、平均粒子径 ０．１～
１０μｍのものが更に好ましい。また、抗菌性を発揮するには 抗菌性金属はガラス１０
０重量部に対し 好ましくは０．０１重量部以上、更に好ましくは０．０１～５０重量
部含有 、抗菌性樹脂組成物１００重量部に対して 好ましくは全量の０．１重量部以
上、更に好ましくは０．１～１５重量部添加 事 ましい。
【００１８】
　　　　本発明において用いる無機分散充填剤としては リウム

、 反応 、変色や繊維の強度劣化など 悪影響を及ぼさ 、 酸やアル
カリ、溶剤などに不溶で
【００１９】
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の 平均粒子径が０．０５～５０μｍの
１００重量部 として、平均粒子径が０．１～８μｍの硫酸バ

リウム３～２０重量部と む に係る 尚、前記抗
菌性ガラスの平均粒子径は、０．１～１０μｍであるのがより好ましく、前記無機分散充
填剤の平均粒子径は、０．８～１．８μｍであるのがより好ましい。また、本発明は、樹
脂の１００重量部と、前記抗菌性ガラス組成物の０．０１～１００重量部とを含むことを
特徴とする抗菌性樹脂組成物に係る。

の
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、硫酸バ が好ましい。硫酸
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あるからである。



　　　　 無機分散充填剤の平均粒子径は、特に限定されないが 種々の加工に
お 対応 しやす から平均粒子径 ０．１～８μｍのものが好まし 、平均粒子径
０．８～１．８μｍのものが更に好ましい。平均粒子径 ０．８～１．８μｍのものは、
抗菌性ガラスの一次粒子間に入り込み、個々の抗菌性ガラス同士の付着性を抑えることが
出来やすいからである。
【００２０】
　　　　 無機分散充填剤は、抗菌性ガラス１００重量部に対し３～２０重量部
添加する事が好ましい。
【００２１】
　　　　抗菌性ガラスと無機分散充填剤とを均一に混合する方法としては、例えばヘンシ
ェルミキサー、リボンブレンダー、ボールミル、攪拌ミル、Ｖ型混合機等の混合機が挙げ
られ、 れにより一定時間分散・混合処理 抗菌性ガラス組成物が得
られる。
【００２２】
　　　　この抗菌性ガラス組成物と樹脂とをさらに押出し機やディスパー等で混合すると
、抗菌性樹脂組成物が得られる。
【００２３】
　　　　本発明において用いられる樹脂としては天然樹脂、半合成樹脂、合成樹脂のいず
れであってもよく、また熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂、ゴム、無機繊維強化熱可塑性樹脂
、無機繊維強化熱硬化性樹脂の何れであってもよい。
【００２４】
　　　　上 可塑性樹脂としては、例えばポリ塩化ビニル、ポリエチレン、ポリプロピ
レン、ＡＢＳ樹脂、ＡＳ樹脂、ポリスチレン、ポリエステル、ポリ塩化ビニリデン、ポリ
アミド、ＰＢＴ、飽和ポリエステル樹脂、ポリアセタール、ポリビニールアルコール、ポ
リカーボネート、ウレタン樹脂、アクリル樹脂、フッ素樹脂、ＥＶＡ樹脂等が挙げられ、
上記で云う熱硬化性樹脂のとしては、例えばシリコーン樹脂、変性シリコーン樹脂、不飽
和ポリエステル樹脂、ビニルエステル樹脂、フェノール樹脂、メラミン樹脂、ユリア樹脂
、エポキシ樹脂等が挙げられ、ゴムとしては天然ゴム、合成ゴム等が挙げられる。
【００２５】
　　　　また、上 機繊維強化熱可塑性樹脂としては、例えば、繊維強化ポリ塩化ビニ
ル、繊維強化ポリエチレン、繊維強化ポリプロピレン、繊維強化ＡＢＳ樹脂、繊維強化ポ
リアミド、繊維強化ポリスチレン、繊維強化ＰＢＴ、繊維強化ポリアセタール、繊維強化
ＡＳ樹脂、繊維強化ナイロン、繊維強化ポリエステル、繊維強化ポリ塩化ビニリデン、繊
維強化ポリカーボネート、繊維強化アクリル樹脂、繊維強化フッ素樹脂、繊維強化ポリウ
レタン樹脂等が挙げられ、上記で云う無機繊維強化熱硬化性樹脂としては、例えば繊維強
化フェノール樹脂、繊維強化ユリア樹脂、繊維強化メラミン樹脂、繊維強化不飽和ポリエ
ステル樹脂、繊維強化ビニルエステル、繊維強化エポキシ樹脂、繊維強化ウレタン樹脂等
がを挙げられる。
【００２６】
　　　　抗菌性ガラスと樹脂の比率は、コスト及び抗菌性を考慮し、樹脂１００重量部に
対し抗菌性ガラス組成物０．０１～１００重量部と高濃度に添加混合し 、マスターバッ
チ、或いはコンパウンドとすることが好ましい。
【００２７】
　　　　これらマスターバッチ、或いはコンパウンドの製造方法としては、スクリューが
一軸或いは二軸であり、シリンダー口径が３０ｍｍφ～１２０ｍｍφの押出し機を使用す
る。押出し加工温度は１７０℃～３００℃に設定し抗菌性ガラスと無機分散充填剤と樹脂
を投入し適当な時間溶融混合する。溶融混合する温度は、樹脂の種類、投入量により適宜
選択する必要があり、一定温度で昇温させてもよい。その後、冷却槽に通しカットする事
によりペレット化する。
【００２８】
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　　　　この抗菌性樹脂組成物は繊維製品やシートまたはフィルムまたは成形品または塗
料等の形態で使用する事ができる。塗料の場合は抗菌性マスターペーストを用いる。抗菌
性マスターペーストは、例えばディスパー或いは３本ロール機で抗菌性樹脂組成物と共に
シリコーン系等の分散剤やエタノールなどの溶剤を加え、５分～１２０分混合し液状にす
ることにより製造できる。
【００２９】
　　　　以下本発明を、実施例により更に詳しく説明する。
【００３０】
　　　（実施例１ 、比較例１）
　　　　表１記載の如くポリエステル樹脂８０重量部 対し 抗菌性ガラス（抗菌性金
属はガラス１００重量部に対して０．５重量部含有、平均粒子径２μｍ） １８重量部、
各種の無機分散剤 ２重量部（比較例１は無機分散剤を使用せず、抗菌性ガラスを２０重
量部使用 加、混合したものを、二軸押出し機で押し出し 抗菌マスターバッチを作成
した。また、表２記載の如くポリエステル樹脂８０重量部 対し 実施例１と同じ抗菌
性ガラス １８重量部、各種の平均粒子径の硫酸バリウム ２重量部添加、混合したもの
を、二軸押出し機で押し出し 抗菌マスターバッチを作成した。この抗菌マスターバッチ
で濾過圧を測定した。
【００３１】
　　　　抗菌性能、変色性はこの抗菌マスターバッチをポリエステル樹脂９０重量部に対
し １０重量部混合し、抗菌性ガラス

の濃度が２重量部になるようにし、試作機で紡糸する事により評価用繊維サンプル
を作成した。
【００３２】
　　　　これらのサンプルを下記の各方法により評価した。各配合及び評価結果を表１、
２に示す。
【００３３】
　　　〔抗菌性の評価〕
　　　Ａ．初期抗菌防臭効果の測定方法
　　　（１）試験方法：統一試験方法（ＪＩＳ－Ｌ－１９０２－９８）
　　　（２）試験菌種：黄色ブドウ球菌
　　　（３）抗菌防臭基準：静菌活性値（ｌｏｇＢ－ｌｏｇＣ）≧２．２
　　　（４）判定結果：○印は静菌活性値（ｌｏｇＢ－ｌｏｇＣ）≧２．２
　　　　　　　　　　　×印は静菌活性値（ｌｏｇＢ－ｌｏｇＣ）２．２未満
　　　Ｂ．抗菌防臭効果の耐久性測定方法
　　　（１）洗濯方法：ＪＩＳ  Ｌ  ０２１７  １０３号、ＪＡＦＥＴ標準洗剤使用
　　　（２）回数：５０回
　　　（３）試験方法：統一試験方法（ＪＩＳ－Ｌ－１９０２－９８）
　　　（４）試験菌種：黄色ブドウ球菌
　　　（５）抗菌防臭基準：静菌活性値（ｌｏｇＢ－ｌｏｇＣ）≧２．２
　　　（６）判定結果：○印は静菌活性値（ｌｏｇＢ－ｌｏｇＣ）≧２．２
　　　　　　　　　　　×印は静菌活性値（ｌｏｇＢ－ｌｏｇＣ）２．２未満
【００３４】
　　　〔変色性の評価〕
　　　Ａ．初期：抗菌剤無添加サンプルと紡糸直後のサンプルの色相との色差を色差測定
機で測定する。
　　　Ｂ．処理後：抗菌剤無添加サンプルと紡糸直後のサンプルを各々アルカリ減量加工
を施し、その後ＪＡＦＥＴ標準洗剤を使用し５０回洗濯し、色差を色差測定機で測定する
。
　　　判定結果：○印はΔＥ＝１未満
　　　　　　　　△印はΔＥ＝１～１．２
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　　　　　　　　×印はΔＥ＝１．２以上
【００３５】
　　　〔抗菌性樹脂組成物の濾過圧評価〕
　　　　抗菌性樹脂組成物の凝集度合いを評価する方法として，濾過圧試験を実施した。
この方法は押出し試験機の先端にフィルター（４０μｍ）を設置し、そこへ適宜希釈した
抗菌マスターバッチを投入し１７０℃～３００℃で溶融吐出する。そして、時間毎の樹脂
の濾過圧上昇度合いを測定する。
【００３６】
　　　　抗菌性樹脂組成物が凝集している場合は早期にフィルターが詰まり、濾過圧が極
端に上昇しだし、最終的にはフィルターがパンクする。また、抗菌性樹脂組成物が凝集し
ていない場合は長時間にわたり濾過圧上昇はない。この場合、長時間においても紡糸生産
が可能である事を示す。
　　　結果をΔ（（時間）分）＝ｋｐａで表に示す。
　　　判定結果：◎印はΔ４０＝０～４
　　　　　　　　（繊維の生産において２０日以上の連続生産が可能）
　　　　　　　　○印はΔ４０＝５～９
　　　　　　　　（繊維の生産において１０日前後の連続生産が可能）
　　　　　　　　△印はΔ４０＝１０～１９
　　　　　　　　（繊維の生産において５日前後の連続生産が可能）
　　　　　　　　∇印はΔ４０＝２０～３９
　　　　　　　　（繊維の生産において１日前後の連続生産が可能）
　　　　　　　　×印はΔ４０＝４０～
　　　　　　　　（繊維の生産において連続生産は不可能）
【００３７】
【表１】
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【００３８】
　　　　上記表１の評価結果から 機分散充填剤 を用
いると、濾過圧上昇が少なく、また、抗菌性、変色性とも良好であることがわかる。
【００３９】
【表２】
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【００４０】
　　　　上記表２の評価結果から、硫酸バリウムの平均粒子径が１μｍのものを用いると
濾過圧の上昇が少なく、硫酸バリウムの平均粒子径が０．０５μｍ、１０μｍのものは

過圧の上昇があることが分かる。
【００４１】
　　　（実施例１０）
　　　　実施例１と同じ抗菌ガラスと、実施例１と同じ硫酸バリウムを混合し、抗菌性ガ
ラス ５、９０、９ 量部含有する抗菌性ガラス組成物を試作した。更に、これら抗
菌性ガラス組成物とポリエステル樹脂を混合し、抗菌性ガラス組成物を０．１、０．５、
０．７、１．０、１．５、３．０、，６．０、８．０、８．５、９．０、９．５、９．８
、１０．０、１５．０、２０．０、３０．０、４０．０重量部含有する抗菌性樹脂組成物
を試作した
【００４２】
　　　（実施例１１）
　　　　実施例１と同じ抗菌性ガラス１８重量部、 ２重量部、ポリエス
テル樹脂及びポリプロピレン樹脂（合計で８０重量部） を混合し、抗菌性マスターバッ
チを試作した。そのマスターバッチをポリエステル樹脂及びポリプロピレン樹脂に混合し
、Ｔ台押出し機で１８０℃から２２０℃へ昇温させる条件で溶融し、厚さ１００μｍの各
抗菌性透明フィルム及び厚さ１０００μｍの各抗菌性透明シートを作成した。
【００４３】
　　　（実施例１２）
　　　　実施例１と同じ抗菌性ガラス１８重量部、 ２重量部、ポリスチ
レン樹脂及びポリカーボネート樹脂（合計で８０重量部） を混合し、抗菌性マスターバ
ッチを試作した。そのマスターバッチをポリスチレン樹脂に２００から２４０℃へ、或い
はポリカーボネート樹脂に１７０℃から３００℃へ昇温させる条件で溶融混合し、射出成
形機で厚さ３ｍｍの各抗菌性透明プレートを作成した。
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【００４４】
　　　（実施例１３）
　　　　実施例１と同じ抗菌性ガラス１８重量部、 ２重量部、シリコン
系分散剤８０重量部 混合し、ディスパーで５分間混合 、抗菌マスターペーストを
試作した。この抗菌マスターペーストを透明アクリル樹脂塗料に添加、混合し 、抗菌塗
料を得た。その塗料を塗膜厚２０μｍになるようプレート板に塗装した。
【００４５】
　　　　実施例１０～１３を用い、抗菌性ガラスの重量が２．０重量部になるよう作成し
、抗菌性能の確認をＪＩＳ－Ｚ－２８０１フィルム密着法で確認した。また、抗菌剤（種
々の無機分散充填剤と抗菌剤を混合したもの）の分散性を実物顕微鏡で確認し、凝集物が
ないかを確認した。実施例１０～１３においても、分散性が良好で抗菌効果も十分発揮す
るものであった。
【００４６】
【発明の効果】
　　　　本発明の抗菌性ガラス組成物、抗菌性樹脂組成物は成形等の工程で二次凝集が発
生しにくいことから、抗菌性マスターバッチ或いはコンパウンド及び抗菌性繊維、シート
、フィルム、成形品又は塗料に練り込んでも安定的に生産する事ができ、工業的に頗る有
用である。
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